
令和７年10月14日  

 各 位 

新潟県少年自然の家所長  

 

 令和８年度 新潟県少年自然の家利用申込について（お知らせ） 
 

  日頃より、当施設を御利用いただき心から感謝申し上げます。 

 新潟県少年自然の家は、「集団宿泊活動や自然体験活動を通じた青少年の健全育成」や「県民の生涯学習活動の振

興」を図ることを目的とした社会教育施設です。ウェルビーイングの実現に向けて、体験の宝庫である当施設の施

設・設備・プログラムを積極的に活用していただくことを期待しています。所員全員が活動の支援、利便性の向上

に全力で努めつつ、皆様の御利用を心よりお待ち申し上げております。 

 さて、令和８年度の利用申込について下記のとおりお知らせいたします。申込にあたりましては、下記及び別紙

について御確認の上、内容を十分御理解いただきお申し込みくださいますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

1 利用申込について 

(1) 第１次申込 

① 対象 

  ・宿泊利用希望団体（年間） 

  ・日帰り利用希望団体（４月から９月） 

  ② 申込期間 

令和７年10月14日（火）から令和７年10月28日（火）まで 

※持参の場合は午前９時から午後５時までとし、郵送の場合は最終日必着です。 

※先着順ではありません。 

③ 申込方法 

ア Googleフォームによる申込 

イ 使用申込書による申込（アの申込ができない場合とし、原則はアとします） 

  ④ 決定に係る通知等 

令和７年11月25日（火）にメールにて配信予定です。 

 

(2) 第２次申込 

① 対象 

・日帰り利用希望団体（10月から３月） 

・上記(1)①で申込をしなかった団体 

  ② 申込期間 

令和７年12月9日（火）から 

※受付（仮申込）は午前９時から午後５時までとします。 

※先着順です。 

③ 申込方法 

使用申込書による申込（仮申込の完了後） 

  ④ 決定に係る通知等 

決定後、使用許可書を随時メールにて配信予定です。 

 

２ その他 

 ・申込に係る資料等は、別紙及びホームページに掲載していますので御参照ください。 

 

 

 

＜問合せ先＞  副所長          伊藤 雅斗 

少年自然の家分室 副参事 笠原 崇史 

〒959-2602 新潟県胎内市乙1503番地166 

TEL:0254-46-2224   FAX:0254-46-3070 

Mail:niigatashizen@sunamenity.co.jp 



 別 紙  

 

※第１次申込と第２次申込があります 

 

１ 第１次申込（年間の宿泊利用希望団体対象、および４月～９月日帰り利用希望団体対象） 

（１）申込期間  令和７年10月14日（火）～令和７年10月28日（火） ※先着順ではありません 

（２）受付時間  ９時から17時まで（時間厳守でお願いします） 

（３）申込方法  

・「①Googleフォームによる申込」で進めます。下記の方法により進めるようお願いいたします。 

①での申込ができない場合は、「②使用申込書による申込」で受け付けます。 

 

①  Googleフォームによる申込 
・「①Googleフォームによる申込」の方法は、以下の「ＰＣ用直接リンクＵＲＬ」か、 

「ＱＲコード」を読み込んでいただき入力してください。 

ＵＲＬ                           ＱＲコード 

https://forms.gle/BFUfEwhoB2n5cpRK7         

 

       

 

 

②  使用申込書による申込（①での申込ができない場合はこちら） 
・使用申込書による申込の場合は、できるだけ電子メールでお申し込みください。電子メールが使えな

い場合は、持参もしくは郵送してください。 電話、FAXでの申込はできません。 

      ・下記により「使用申込書」を添付してお申し込みください。 

  メールアドレス： niigatashizen@sunamenity.co.jp 

件 名：【団体名】R８県少年自然の家利用申込 （例）【○○小】R８県少年自然の家利用申込 

          住 所：〒959-2602 新潟県胎内市乙1503番地166  

    ・申込期間最終日の令和７年10月28日（火）17時必着といたします。 

 

（４）留意事項 

   ・多くの団体がカヌー活動を行えるよう、令和８年度も期間を以下のとおりとします。 

令和８年５月22日（金）～10月９日（金）  

・参考資料の「主な施設概要等」や「年間開所予定表」を御確認の上、お申し込みください。 

 

（５）その他 

   ・例年、小学校の利用は６月・７月・９月に集中します。５月下旬、10月は比較的希望どおりに利用できます。 

   ・希望が集中する時期は、月曜日から火曜日、金曜日から土曜日の利用が比較的希望どおりに利用できます。 

 

２ 第２次申込（10月～３月日帰り利用希望団体対象、第１次申込受付期間に申し込まなかった団体） 

（１）申込期間 令和７年12月9日（火）～ 

（２）受付時間 ９時から17時まで 

（３）申込方法 「使用申込書による申込」※第１次申込の「①Googleフォームによる申込」はできません。 

（４）留意事項 ・施設の空き状況により先着順で受け付けます。 

         ・申込の前に必ず電話等で空き状況を直接確認し仮申込をしてください。その後、１週間以内に使

用申込書を提出してください。 

 

Ⅰ 申込方法について 

Googleフォームによる申込の締切は、令和７年10月28日（火）17時まで

となります。ご注意ください。 



 

３ 申込から利用決定までの流れ 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・申込期間 

 10月 14日（火）９時 

～10月 28日（火）17時まで 

・締切 

10月 28日（火）17時必着 

・①Google フォームによる申込終了直後、

申込完了メールが配信されます。 

・②使用申込書による申込の場合、10月 30

日（木）までに受付確認メールを送ります。 

・決定通知（使用許可書）は 

11月 25日（火）に配信予定です。 
使 用 許 可 書  発 行 

 

調 整 作 業 

受 付 確 認 

申込完了メール 

利 用 申 込 案 内 配 付 

第 1次申込 

① Google フォームに 

よる申込 

②使用申込書による申込 

※①ができない場合のみ。 

提出はメールを原則。 

【令和８年度 利用団体引率指導者研修会】（予定） 
 プログラムの作成や各団体間のプログラム調整等を行う予定です。正式に日時が決まりましたら 
  改めてお知らせします。 
 期日（予定） 参 加 団 体 

第１回 ４月 21日（火） ５月22日～ ６月22日に利用する団体 

第２回 ５月 12日（火） ６月23日～ ７月20日に利用する団体 

第３回 ５月 19日（火） ７月21日～ ９月 6日に利用する団体 

第４回 ６月 22日（月） ９月 7日～ 10月 9日に利用する団体 

※５月 22 日～10 月９日（カヌー活動実施期間）の利用団体は、原則御参加ください。（上記利用月以外の団

体は希望制） 

※例年、午前に活動プログラムの指導研修、午後に同日利用団体とプログラムの作成・調整を行っています。 

第２次申込 
・申込開始日 12月 9日（火）～ 

・仮申込み後、使用申込書を１週間以内に提

出（メールが使用できない場合は持参も

しくは郵送） 

・受付完了後、使用許可書を発行します。 
 

使 用 許 可 書  発 行 



Ⅱ 受入れ調整作業について 

 

 

 
 

当所では、施設・設備や指導体制等の面で制約があるため、標記作業を行います。つきましては、以下を熟読いた

だき、御了解くださるようお願い申し上げます。 

【新潟県少年自然の家管理規則・使用規則より】 

１ 新潟県少年自然の家の設置の目的 

   新潟県少年自然の家は、心身ともに健全な青少年の育成を図るために設置された県の施設です。 

２ 少年自然の家を使用できる者の範囲 

     新潟県少年自然の家管理規則により、少年自然の家を使用できる者の主な範囲は次のとおりです。 

（１）幼児、児童、生徒、学生 （２）青少年団体の団員 （３）教員 （４）子ども会等青少年団体の指導者 

（５）社会教育における青少年の指導者（６）所長が適当と認めた者 

ただし、上記の者は少年自然の家を使用するに当たり、責任者の明確な団体を構成し、団体として使用するものとし

ます。 

３ 使用許可の優先順位 

  同一日の使用について２以上の団体から申込が提出されたときは、以下の順に許可を優先します。 

① 学校園の教育課程に位置付けられた教育活動のための使用 

② 各種青少年団体・社会教育団体の使用 

 

【第１次申込団体の調整作業】 

 同一日の希望及び優先順位が重なった場合、以下のとおり調整します。 

《調整方法》第１希望から第５希望まで順に調整を行います。第５希望までで決定しなかった場合は、受入可能日を提示

し、当所担当者が団体と相談しながら使用日を調整させていただきます。 

《使用希望日設定の原則》 … 第１次申込のみ 

（１） 必ず第５希望まですべてご記入ください。 

（２） 希望曜日は、日帰り、宿泊（１泊２日以上でも同様）を問わず、希望日の中で同じ曜日（１泊２日以上の場

合は曜日の組合せ ※以降、曜日の組合せ）を選択できるのは２回までとし、それ以外の希望日は、すべて

違う曜日（曜日の組合せ）を選択してください。 

  ＜正しい選択例＞１泊２日の自然体験教室で第１～５まで希望日を設定する場合 

① 第１希望：水・木曜日  ②第２希望：水・木曜日 ③第３希望：木・金曜日 

④ 第４希望：月・火曜日  ⑤第５希望：火・水曜日 

＜誤った選択例＞１泊２日の自然体験教室で第１～５まで希望日を設定する場合 

① 第１希望：水・木曜日  ②第２希望：水・木曜日 ③第３希望：月・火曜日 

④ 第４希望：火・水曜日  ⑤第５希望：水・木曜日 

※①②で水・木曜日の組合せを２回希望しているので、③以降は水・木曜日の組合せを希望する 

ことはできません。 

 ＜誤った選択例＞１泊２日の自然体験教室で第１～５まで希望日を設定する場合 

① 第１希望：水・木曜日  ②第２希望：水・木曜日 ③第３希望：木・金曜日 

④ 第４希望：木・金曜日  ⑤第５希望：火・水曜日 

※①②で水・木曜日の組合せを希望しているので、残りの希望日はすべて違う曜日（曜日の組合せ） 

を選択してください。 

※ 誤った希望設定があった場合、すべて調整の対象外なります。御了承ください。 



 

 
 

※第１次申込でのオンラインによる申込についても、以下のことに留意して申込をしてください。 
 

「使用申込書による申込」を行う場合、後述の「使用申込書の記入例」を参照し、下記により使用申込書の各項目 

について記入してください。（①～⑩の丸数字は「使用申込書の記入例」に記載されている丸数字を表す。） 

例年、記入漏れが見受けられますので、漏れのないよう記入をお願いします。 

（１） ①は、発送（送信）または持参した年・月・日を記入してください。 

（２） ②の団体名は正式名称を、団体代表者名は職名や役職等も記入してください。利用料金徴収団体が利用する場

合はその会計窓口となる団体名およびその代表者名を記入してください。 

連合の場合は、その代表責任者を記入してください。 

※連合とは…複数の団体が地域の実態や団体間の連携で全て一緒に活動することを前提とした団体であり、 

 構成が複数団体でも扱いは１団体とします。 

（３） ③は、当所と直接の窓口となる担当者の方を記入してください。E-mail・ＦＡＸ欄は、送信先がわかるように

アドレスや番号の後に（職場）（自宅）等明記してください。 

    今後の連絡は、記載のメールアドレスに送信します。学校等の団体は、担当者以外でも確認できるよう、個人

アドレスではなく代表メールを記載いただくようお願いします。 

（４） ④は、使用目的を具体的に書いてください。 

（５） ⑤は、希望日は年間開所予定表（別紙）をご確認の上、希望（1）～（5）の順に記入してください。なお、第

１次申込の場合、希望日の設定に当たっては、前述【第１次申込団体の調整作業】の《使用希望日設定の原

則》に従って記入してください。（記入例に記入パターンがあります。） 

（６） ⑥は、人数を項目別に記入してください。 

・学年は新年度で、中学校、高等学校、専門学校、大学等は１～４年の欄を使用してください。 

・参加人数は見込みで結構ですが、大幅な変更は他団体に影響を及ぼすことになりますので、十分検討の上、見

込み数を記入してください。 

・引率及び保護者等の欄の「その他」には、同行する写真業者などの人数を記入してください。 

・参加者が社会人等の成人の団体の場合は、小計に人数を記入してください。 

・参加者が未就園の乳児・幼児は、「園児」の欄に（ ）付けで、園児数とは別に記入してください。 

（７） ⑦は、該当する宿泊方法の欄の（  ）に必要数を記入してください。 

・引率者に男性と女性がいる場合は、それぞれが１部屋ずつ利用するものとして必要部屋数に含めます。 

・「保健室」として利用するための宿泊室は確保できません。 

・部屋数は記入しないでください。参加人数に応じてこちらで部屋数を割り当てます。 

・テント泊を希望する場合は、テント希望の数を記入してください。 

・幼稚園、保育園、認定こども園等で、大部屋を希望する場合は、「宿泊方法必要部屋数」の「その他」の欄に

具体的に記入してください。 

（８）  ⑧は、希望する利用施設の該当する欄に○印を記入してください。 

※実際使用できる施設・部屋数は、利用団体引率者調整会議で決定します。 

（９） ⑨は、希望する活動の該当する欄に☑印を記入し、必要事項を記入してください。 

・カヌー体験活動は、「令和７年度とらのまき」や「令和７年度利用の手引き」を御覧いただき、活動希望人数

を記入してください。実施可能人数は１団体最大70人で、利用期間中の活動機会は原則１回です。なお、令

和８年度の活動の詳細については変更になる場合がありますので、御了承願います。 

・キャンプファイア又はキャンドルファイアを実施する場合は、①～③の該当する番号を○で囲むなどしてくだ

さい。 

（10） ⑩は、⑨の体験活動以外に予定している活動等（勉強会等）がある場合は御記入ください。 

 

※使用申込書はホームページからダウンロードして使用してください。 

※使用を許可された団体には、後日、別に所長が定める「使用計画書」、「食事申込書」、「カヌーバス

申込書」等の書類の提出を依頼します。 
  

Ⅲ 使用申込書の記入について 
 



 
第１号様式（第４条関係）  

使 用 申 込 書 

 令和７年12月８日 

新潟県少年自然の家所長 様 

 〒 ・ 住 所 〒959-2602  胎内市乙1503番地166 

団  体  名 胎内市立あかまつ小学校 

団体代表者名 校長 胎内 太郎 

団体電話番号 0254-46-2224 

下記のとおり施設の使用を申込みます。 

記 

担当者 

連絡先 

氏名 学年主任 中条 花子 ③ 勤務先 名称 胎内市立あかまつ小学校 (電話0000-00-0000) 

電話 
自宅 0000-00-0000 E-mail ××××@××××.co.jp (職場) 

携帯 000-0000-0000 ＦＡＸ 0000-00-0000 （職場） 

④使用目的 自然体験教室のため 

使用希望日 

(1) 令和８年 10月 16日(火) ～  令和８年  10月 17日(水) ※所員記入欄 

（カヌー実施） 

月  日( ) 

午前・午後 

(2) 年  月  日(  ) ～    年  月  日(  ) 

(3) 年  月  日(  ) ～    年  月  日(  ) 

(4) 年  月  日(  ) ～    年  月  日(  ) 

(5) 年  月  日(  ) ～    年  月  日(  ) 

⑥ 

参加人数 

学年 園児 １年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 小計 引率 保護者 その他 小計 合計 

男子      29  29 ３   ３ 32 

女子      29  29 ２   ２ 31 

合計      58  58 ５   ５ 63 

⑦宿泊方

法 

必要部屋数 

※引率等含 

館   内 (１)泊 
８人室  男子( )部屋 ・ 女子( )部屋   計( )部屋 

その他  

キャンプ場 ( )泊 ドーム型テントを (  )張   

常設テント ( )泊 常設テントを（  ）張 

  ⑧ 

利用施設 

(利用日時) 

利用日 10月16日（火） 10月17日（水） 月  日（ ） 

利用区分 午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 午前 午後 夜間 全日 

体育館             

多目的ホール             

大研修室  〇 〇  〇        

中研修室             

小研修室             

和室研修室             

工作室             

野外活動支援棟研修室       〇       

使用料の 
減免 

☑ 教育課程に基づく教育活動（第５条の３第１項第１号又は第12条第４項第１号該当） 
□ 少年自然の家主催事業（第５条の３第１項第２号又は第12条第４項第２号該当） 
□ その他特に必要と認める場合（第５条の３第２項又は第12条第５項該当） 

⑨ 

実施活動 

カヌー体験 □希望なし ☑希望あり (58)名   ※所バス利用の場合は 64名まで 

野外炊さん □希望なし ☑希望あり 

(10) 班 

実施日 朝食・昼食・夕食の別 

( ２)日目 昼食 

(  )日目  

キャンプファイア 

キャンドルファイア 
□希望なし ☑希望あり 

① キャンプファイア(雨天：キャンドルファイア) 

② キャンプファイアのみ(雨天：中止) 

③ キャンドルファイアのみ 

その他 □希望なし ☑希望あり (希望する活動) オリエンテーリング  

⑩備考 野外炊さん 雨天時にまつかさの家１階で食事をとることを希望 

※使用を許可された団体には、別に所長が定める「使用計画書｣､「食事等申込書」等の書類の提出を依頼します。 

記 入 例 

① 

 ② 

⑤ 



※令和７年度版です。次年度申込の参考として御覧ください。 

 

少年自然の家 主な施設概要等について（令和７年度版） 
 

１ 屋内施設について 

（１）宿泊室  

【１ 階】…主として男子用 【２ 階】…主として女子用 

８人用宿泊室 16室（各室…２段ベッド４台） ８人用宿泊室 16室（各室…２段ベッド４台） 

100号室   １室（36畳） 200号室   １室（36畳） 

リーダー室 ２室 リーダー室 ２室 

多機能宿泊室 １室（バス・トイレ付き）  

○宿泊可能な人数は、256人（８人×32室）です。この人数を超える場合は御相談ください。 

○リーダー室の利用は、原則として１・２階とも引率者用として割当てます。なお、利用団体が多い場

合、利用できないことがあります。 

○多機能宿泊室は、肢体不自由の方のための部屋で、トイレと風呂が付いています。 

○入室は、11:30以降になります。（午前中は施設内清掃作業のため入室できません。） 

（２）大・中・小研修室 

○収容人数 

・大研修室(270㎡) １室 収容人数  200人程度 

・小研修室（60㎡×３） ３室 収容人数  各50人程度 

※小研修室は、間仕切りを取り払い、150人程度収容できる中研修室としても御利用いただけます。 

○机、椅子完備。マイク、プロジェクター、スクリーンも利用できます。様々な研修に御活用ください。 

（３）工作室、和室研修室 

  ・工作室(94㎡) 収容人数40人程度  主に創作活動等で使用します。 

  ・和室研修室（18畳） 

（４）体育館・多目的ホール 

○体育館 (645㎡) 

バスケットボールコート１面、バドミントンコート３面がとれる広さです。 

○多目的ホール（325㎡） 

活動内容については所員に御相談ください。 

（５）食堂 

○食事開始時間 

朝食７:30  昼食12:00  夕食17:30 

  ○収容人数 

   186人 

※複数の団体が同一日に利用し、この人員を越えた場合は、各団体の活動内容によって、食事の開始 

時間を次のとおり調整します。（２ローテーションの場合は①と②の早い時間で対応）      

また、配膳も含む時間帯であり、引率者が皿をとって渡す等、スムーズな配膳をお願いします。 

  朝食  ①７：10   ② 7:30 

昼食  ①11：40   ②12:00   ③12:20 

夕食  ①17：10   ②17:30    

  ○飲食は食堂、玄関ホールのみ可能です。他の部屋での飲食は御遠慮ください。 

 

 

   

  

参考資料１ 
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（６）浴室 

○収容人数等 

大浴室：24人、シャワー男女各24個   小浴室：８人、シャワー男女各８個 

○宿泊利用者が30名以上の場合は、大小の両浴室を使用します。 

○ボディソープ、リンスインシャンプー、ドライヤーが備え付けてあります。 

○入浴時間は18：30～21：30です。（引率者は22:00まで。22:00に浴室を施錠します。） 

○複数の団体が同一日に宿泊する場合は、利用時間を調整します。 

○テント泊の団体も浴室の利用ができます。利用を希望する場合は、後日提出していただく使用計画書に

記入してください。 

 

２ 屋外施設について 

（１）テントサイト(利用：6/1～9/30) 

グリーンテント ドーム型テント 

全５張（10人用） 

※テントデッキに設置されています。 

全18張（６人用） 

※利用者が設営します。 

○毛布１枚とソフトマット１枚を貸し出します。（有料） 

○テントの持込も可能です。必ず事前に御相談ください。 

○テントを張る場所は事前に所員に御相談ください。 

 

（２）野外炊さん場 

屋根付きかま場 

全36かま  ※晴雨にかかわらず利用可能 

１つのかまに１班（１班10人程度まで。） 

○調理場は６か所あります。それぞれに調理台、水道蛇口があります。複数の団体が利用する場合は場所

を調整します。 

○用具は、食器、炊飯用かま、なべ、包丁、まな板、鉄板、ボウル等がそろっています。洗剤やたわし類

は、利用団体で準備してください。 

○薪を使用する場合は、利用人数分の薪代がかかります。 

○食材はメニューに応じて全て注文することができます。 

 

（３）営火場 

はばたき営火場 なかよし営火場 かがやき営火場 あかまつ営火場 

～80人程度 ～150人程度 ～150人程度 ～150人程度 

    

 ※同一日に同じ営火場を複数団体が利用希望の場合は団体同士で調整を行います。 

○キャンプファイアは専用の丸太（角材）と厚板を使用するため、料金がかかります。 

○雨天時には屋内でキャンドルファイアを行うことができます。                                                

・会場は体育館と多目的ホール、大・中研修室です。同一日に複数の団体が利用する場合は、実施す

る場所や時間を団体同士で調整します。 

・ろうそくの持込は可能です。 

・ろうそくを注文後、使用しなかった場合は、料金はかかりません。 

○キャンドルファイアは、晴雨にかかわらず実施することができます。 
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（４）カヌー場  

   下記４のカヌー活動の概要を参照してください。 

（５）その他 

    しばふ広場では、グラウンド･ゴルフも可能です。 

 

３ 主な活動について  ※令和７年度とらのまき参照 

＜少年自然の家＞ 

屋    内  屋    外 

○インドアアスレチック（ＩＡ） 
○キャンドルファイア（ｃｆ） 
○グラスキャンドルファイア（ｇｃｆ） 
○創作活動 
・キーホルダー  ・壁飾り 
・焼杉板      ・けん玉(買取) 
・投げゴマ(買取) ・凧作り(買取) 
・竹とんぼ(買取) ・ヨーヨー(買取) 
・プラスチックキーホルダー 

〇屋内ゲーム各種 
○館内フォトオリエンテーリング（館内ＰＯＬ） 

〇館内チャレンジ（館内C） 
〇星空観察 
○講 義 
○話合い活動   

〇カヌー 
○オリエンテーリング（ＯＬ） 
○フォトオリエンテーリング（ＰＯＬ） 
○ウォークラリー（ＷＲ） 
○野外ワイドゲーム（ＹＷ） 
○野外炊さん 
○キャンプファイア（ＣＦ） 
○グラウンド・ゴルフ（ＧＧ） 
 しばふ広場、林間コース 
〇モルック 
○肝だめし 
○野鳥観察、植物観察 
〇どんぐり、松ぼっくりひろい 
○ナイトハイク（ＮＨ） 
○スノーシュー・歩くスキー 
〇遊歩道散策 ○レクリエーション 

○うどん打ち 
○もちつき 
○米粉ピザづくり 
〇ぽっぽ焼き 

カヌー活動実施
期間中は実施で
きません。 

＜少年自然の家以外＞ 

＊少年自然の家の利用団体は、下記を利用する場合は使用料金が免除になります。 

 事前に申請が必要なため、詳しくは、当所までお問い合わせください。 

胎内市美術館、胎内昆虫の家、クレーストーン博士の館、胎内自然天文館、黒川郷土文化伝習館、奥山

荘歴史館 

 

屋    内 屋    外 

○体験学習 

・胎内昆虫の家 

・クレーストーン博士の館 

・胎内自然天文館 

・松原ステーブルス（民間）…乗馬体験 

・HUT WALL（民間）…ボルダリング体験 

○文化施設巡り 

・胎内市美術館 

・シンクルトン記念館 

・黒川郷土文化伝習館 

・奥山荘歴史館 

○釣り 

（※Ｒ８は仕掛けとエサの提供のみになります） 

○海水浴（村松浜海水浴場、藤塚浜海水浴場

など）        

○ハイキング 

○乙宝寺見学 

○探訪活動（文化財・史跡めぐり等）   

○登山 

〇樽ヶ橋遊園 

○胎内フィッシングパーク 
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４ カヌー活動の概要 

 

実 施 期 間 

令和８年５月22日～10月９日の間に行います。ただし、この期間でも次の場合は

申込みできません。 

・日曜及び月曜日   ・休所日   ・企画事業開催日 

実 施 場 所 胎内川カヌー場（自然の家から約5.7㎞…車で約10分） 

対 象 者 小学校４年生以上 

対 象 団 体 カヌーを体験実施する者が５名以上かつ引率・監視者が３名以上 

活 動 人 数 １回５名以上 70名まで 

活 動 回 数 １団体利用期間中１回 

活 動 時 間 活動は移動時間を含め、原則として２時間30分です。 
＜午前の部＞９：00自然の家発 ～ 活 動 ～ 11：30カヌー場発 

＜午後の部＞13：00自然の家発 ～ 活 動 ～ 15：30カヌー場発 
活 動 方 法 活動は実施人数によって次のとおりになります。 

①１回の活動人数が35人以下の場合は１班編成で約40分 

 ②    〃    36人以上の場合は２班編成で約20分交代 

調整により、複数の団体が同一日に実施する場合があります。その場合は、活動人数

の合計で①又は②になります。申し込まれた団体が35人以下でも、天候の状況等によっ

ては②での実施となります。 

移 動 手 段 カヌー場までは、自然の家のバス（32人乗り）又は団体自前のバスにより移動し

ます。                        

なお、胎内市のバス（25人乗り）を利用できる場合があります。利用できる場合

は、入所打合せ時に自然の家から利用団体に連絡します。 

※人数が多い場合は、１台のバスで２回のピストン輸送や２台での輸送等で対応し

ます。(２ピストンまで。乗り切れない場合は団体で用意した車で移動してくださ

い。) 

そ の 他 ・希望日が集中し、調整により団体の希望日及び希望時間に行うことができない場

合があります。 

・カヌー活動は、活動者の安全を第一に考え、気象条件、指導体制や施設の関係 

 で、やむなく中止することがあります。御了解ください。 

・時間の都合上、カヌー実施日と同日に野外炊さんを行うことはできません。 

したがって、カヌー実施決定日によっては、野外炊さんの希望日がずれることが

あります。後日送付される決定通知書で必ず御確認ください。 

・団体の人数が多く、全員がカヌー活動を行えない場合には、自然の家での活動

（グラウンド・ゴルフ等）やカヌー場周辺での釣りを組み合わせて、選択制の活

動として実施することもできます。 

・カヌー活動終了後、自然の家に戻った時に、外の足洗い場で足を洗います。 

・更衣室のシャワーは使えません。ただしカヌー活動で転覆してぬれた時には使え

ます。 
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